
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者について

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 企画・指導係
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※以下のスライドにおいて、「サービス管理責任者・児童発達
支援管理責任者」の両方を指す場合は「サビ児管」と表記いた
します。



現行のサビ児管研修体系（令和元年度～）

2出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）

・更新研修を修了できなかった場合、サビ児管の資格が失効
・再度、実践研修を受講・修了すれば資格が復活



配置要件および受講要件 図式

3出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）



実践研修受講時に実務経験が満たされる場合など
（基礎研修受講時には満たされていない場合）
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例１：実践研修受講時に実務経験が満たされる場合（基礎研修受講時には満たされていない場合）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

実践研修

（最短、令和６年８月１日以降開始の研修

に申込可能）

期間内に実践研修を受講していない場合は、再度基礎研修から受講

該当するパターン

①令和９年８月１日までに実務経験が満たせない

②令和９年８月１日までに実務経験が満たせていたが令和９年度中に実践研修が未受講・未修了

基

礎

研

修

（

令

和

４

年

７

月

3

0

日

修

了

）

実践研修を未受講・未修了の場合、再度基礎研修から受講

※サビ児管としての配置が不可

更新研修を未受講・未修了の場合、

再度実践研修から受講

※サビ児管としての配置が不可

【原則】基礎研修修了日以後、実践研修受講開始日

前の５年間に通算２年以上、一定のサビ児管の業務

を行った場合受講可

令和７年２月５日に実践研修修了した場合

・配置は修了証に記載している日付から

・資格は令和11年度末まで有効（令和12年３月31日まで）

・資格有効期限内（５年度ごと）に更新研修受講・修了で

５年間有効期限が延長（以降、繰り返し）

令和11年3月10日に更新研修修了した場合

・資格は令和16年度末まで有効（令和17年３月31日ま

で）となります。※以降、繰り返し

【注意】滋賀県が主催するサビ児管更新研修は、資格の期

間延長を目的とした受講（例：実践研修受講後の翌年に更

新研修を受ける等）は原則認めていないため、申込後の選

定で受講対象から外しています。



経過措置の終了および配置の緩和（２人目の配置）

5
出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）

令和５年度で終了

個別支援計画を交付するこ
とはできない



ＯＪＴ短縮に関する留意点

6出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）

滋賀県または大津市



ＯＪＴ短縮に関する留意点

7出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）

ＯＪＴ短縮は、本来２年以上で得るべき実務経験を既に有しており、かつ、短期間で個別支援計画
の作成等の支援に必要な能力が習得可能であることが前提となります。
⇒（ＯＪＴ短縮者に限らずですが）研修の課題等、実践研修修了に耐えうる能力がない場合は

修了を認められないこともあります。



ＯＪＴ短縮に関する判定表

8出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）



基礎研修受講時に実践研修受講までに必要な実務経験が
満たされている場合（OJT短縮が可能な場合）
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例２：基礎研修受講時に実践研修受講までに必要な実務経験が満たされている場合

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

基

礎

研

修
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令
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月
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了

）

期間内に実践研修を受講していない場合は、再度基礎研修から受講

実践研修【原則】

（最短、令和６年８月１日以降開始の研修に申込可能）

実践研修を未受講・未修了の場合、再度基礎研修から受講

※サビ児管としての配置が不可

該当するパターン

①令和９年８月１日までに実務経験が満たせない

②令和９年８月１日までに実務経験が満たせていたが令和９年度中に実践研修が未受講・未修了

実践研修を未受講・未修了の場合、再度基礎研修から受講

※サビ児管としての配置が不可

更新研修を未受講・未修了の場合、

再度実践研修から受講

※サビ児管としての配置が不可

令和10年3月10日に更新研修修了した場合

・資格は令和14年度末まで有効（令和15年３月31日ま

で）

※以降、繰り返し

【原則】基礎研修修了日以後、実践研修受

講開始日前の５年間に通算２年以上、一定

のサビ児管の業務を行った場合受講可

令和５年３月５日に実践研修修了した場合

・配置は修了証の交付を受けた日から

・資格は令和９年度末まで有効（令和10年３月31日まで）

・資格有効期限内（５年度ごと）に更新研修受講・修了で

５年間有効期限が延長（以降、繰り返し）

実践研修【例外】

（最短、令和５年２月１日以降開始の研修に申込可能）

【例外】OJT短縮の届出を行った後、【原則】の「２年以上」が「６か月以上」に変更可能。ただし、次の２つの条件を満たすこと。

①２人目のサビ児管として配置 ②正規のサビ児管が作成する個別支援計画10人分以上の作成に携わる

【注意】滋賀県が主催するサビ児管更新研修は、資格の期

間延長を目的とした受講（例：実践研修受講後の翌年に更

新研修を受ける等）は原則認めていないため、申込後の選

定で受講対象から外しています。



やむを得ない事由による措置について

10出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）

最終判断は指定権者が行う（類似ケースでも事業所の対応により認められない場合があります）



やむを得ない事由による措置 早見表

11出典：令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修PG01（一部抜粋・改編）

必ず、指定権者（滋賀県または大津市）に認められ
るか確認をとること。



相談支援専門員について
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相談支援専門員研修制度の見直しに関するこれまでの経緯

13出典：令和６年度相談支援従事者指導者養成研修（一部抜粋・改編）



現行の相談支援専門員制度について（令和２年４月１日～）

14出典：令和６年度相談支援従事者指導者養成研修（一部抜粋・改編）



その他
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資格証の再発行について
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➢ 各研修における資格証の再発行はしていません。
➢ 研修が修了したことが確認できた場合に「修了確認証」を発行いたします。
➢ 令和７年４月以降の発行手続きは以下のとおりといたします。

① 滋賀県ホームページに掲載されている「 【申
請者様式】研修修了確認依頼票様式」（Excel
データ）をダウンロードしてください。

② ダウンロードしたExcelに必要事項を記入した
後、障害福祉課企画・指導係あてに返送用封筒
と併せて郵送してください。

③ 郵便到着後、１週間程度で修了確認証を発行・
返送いたします。

【申込様式掲載ＵＲＬ】
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukush
i/syougaifukushi/319008.html



【参考】該当研修修了者の配置により取得可能な加算
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研修名 実施機関・場所※１ 関係する基準・加算例

サービス管理責任者・児童発達支
援管理責任者（基礎・実践・更
新）研修

・県（委託事業）※２

・県内各所
・居宅系、相談系、短期入所を除く障害福祉サービス
関係等の実施に必要な人員

相談支援従事者初任者研修
相談支援従事者現任研修

・県（委託事業）※２

・県内各所
・相談系事業の実施に必要な人員

主任相談支援専門員養成研修 ・県（委託事業）※２

・県内各所
「主任相談支援専門員配置加算」

(強度行動障害支援者養成研修基
礎研修)
強度行動障害支援者養成研修実践
研修

・県（委託事業）※２

・ホットラインワール
ド（指定）
・県内各所

・重度訪問介護の実施に必要な人員の条件の１つ
「重度障害者支援加算」「強度行動障害者地域移行特
別加算」「強度行動障害者体験利用加算」「行動障害
支援体制加算」

障害者ピアサポート（基礎・実
践・フォローアップ）研修

・県
・滋賀県庁

「ピアサポート実施加算」
「ピアサポート体制加算」

高次脳機能障害者支援者研修 ・県（委託事業）※２

・精神保健福祉センター

「高次脳機能障害者支援体制加算」

精神保健医療福祉業務従事者研修 ・県
・滋賀県高次脳機能障害支援センター

「精神障害者支援体制加算」

医ケアコーディネーター養成研修 ・県（委託事業）※２

・県内各所
「要医療児者支援体制加算」

中核的人材養成研修※３ 国 「重度障害者支援加算」

※１ 令和６年度実績 ※２ 県が法人に委託して実施
※３ 令和８年度までは国で実施（受講対象者は県が選定、毎年最大３名）令和９年度から各自治体で実施予定（2025年３月時点、定員未定）


